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  Ⅰ．危機管理の基本方針 

 
（１）安全管理に対する教職員の意識改革と安全指導に関する資質の向上を図る。 
 
 
 
 
（２）危機管理体制の充実・強化に努めることにより、生徒の安全確保の徹底を図る。 
（３）事件・事故の発生時には、迅速かつ適切に対応し、最小限に被害をくいとめる。 
（４）未然防止・再発防止のための日常的な安全点検活動及び定期的な訓練の実施 

 

  Ⅱ．危機管理体制及び役割分担 
 

  担当者    職        役割分担 

渡邊昌教 
 
 

   校長 
 
 

 ○全体の把握と迅速かつ適切な対応、指示 
 ○教育委員会への連絡、報告 
 ○全体の総括 

岡野秀一郎 
↓ 

学校安全 
対策委員会 

 
 

教頭 
 

対策委員 
 
 
 

 ○学校安全計画の作成 
 ○防災（火事、地震、津波等）訓練の計画と実施 
 ○防犯訓練の計画と実施 
 ○危機管理研修の計画と実施 
 ○関係機関・保護者・地域との連携、連絡 
 ○事件・事故の情報収集と整理 

稲積良平 
大村隆幸 
丸尾 修 

   教諭 
 
 

 ○防災教育の実施  ○学年部での指導や分担把握 
 ○防犯教育の実施 
 ○安全教育の実施 

唯有 初美 
（救護支援） 

藤田美記 
 

 養護教諭 
 
 
 
 

 ○要観察生徒及びかかりつけ医療機関の掌握 
 ○負傷者への応急手当 
 ○校長への連絡 
 ○校医（病院）への連絡 
 ○救急車同乗及び搬送先からの学校への連絡 

担任・顧問 
支援担当 

  ○状況・原因等の聞き取り・把握・報告 
 ○担当生徒の安全確認・安全指導 
 ○保護者への連絡・説明 

全教職員 
 
 

 
 
 

 ○担当施設・設備の点検（毎月１０日を基本に点検） 
 ○避難誘導 
 ○緊急時の生徒の安全確保 

 

 Ⅲ．緊急時の対応 
 

（１）生徒の病気やけがの発生時（日頃からの点検や安全対策） 
①発見者は、自分で判断をせずに、できるだけ専門家（養護教諭等）の判断を仰
ぎ、必要に応じて救急車の手配を校長（教頭）に要請する。 
②該当生徒の担任又は顧問は、保護者への連絡を必ず行い、保護者との連携を適切
に行う。 
③発生時の状況や原因を正確に把握し、校長（教頭）に報告する。 
④校長は地教委に連絡し、指示を仰ぎながら適切な対応を行う。 

            （２）不審者侵入時（玄関等日頃からチェックや声かけ） 
 ①全教職員は役割分担に従い、生徒の安全確保を第一に考えるとともに不審者に
対しては、個々の対応ではなく、集団で対応する。 

 
 ＜対応の原則＞ 

退去を求める→隔離や別室誘導→生徒の安全確認（ケガ等の確認） 
          ※生徒避難の場合は、防火訓練時の避難に準じる。 

※危機管理「さしすせそ」の意識の徹底 
     さ～最悪を考え     し～慎重に   す～すばやく 
     せ～誠意をもって  そ～組織的な対応 



 

 
 
 
                  
          ②教頭は直ちに警察に通報する。 
                  ③校長は地教委に連絡し、指示を仰ぎながら適切な対応を行う。 
 

（３）自然災害時（日頃からの点検や安全対策） 
①校舎が火事の場合はグランド中央の東側（学校の指定場所）に避難させ、人員を確
認する。 ※別途避難訓練計画参照 
 
②地震が発生した時、校舎内の場合は急いで机の下に身を隠すなど、自分の身を守
る事を最優先する。あわてて外に飛び出すのは、ガラスの破片などが落ちてくるこ
とがあり、危険である。校舎外の場合は、物が落ちてこないグランド等、安全な空
き地に避難し、しゃがみこむ。 
 
③地震が発生し、津波警報が出された場合は、本校は高台に位置しているので、学
校内の教室に待機させ、状況によっては迅速に管理棟と教室等の三階の教室に避難
させ（場合によっては屋上）、人員を確認する。そして、保護者と連絡を取りなが
ら、安全が確認できた時点で保護者に学校まで車で迎えに来てもらう。 

 
            （４）異物混入・食中毒発生時（日頃からの点検や安全対策） 
                  ①混入事故や食中毒の内容や状況に応じて直ちに生徒の安全確保の措置をとる。 
                  ②学校内の全ての給食の安全を確認し、必要に応じて給食停止の措置をとる。 
                  ③十分な検査を行い、保護者に適切に説明する。 
 
            （５）対応の留意点 

①事件、事故に関する生徒の人権やプライバシーについては最大限に配慮するとと
もに、生徒の心のケアを十分に行う。 

                  ②保護者への連絡は、誤解が生じないように正確に丁寧に説明する。 
                  ③地域住民や保護者からの苦情については誠意を持って対応し、管理職に連絡す
る。 
                  ④誤解や混乱が生じないように、外部との窓口を一本化する。（管理職） 
                  ⑤マスコミ取材については、事前に校長は地教委と連絡をとる。 
 

  Ⅳ．学校安全年間計画 

    月              活動内容 

   ４月   ○危機管理マニュアルの作成  ○交通安全  ○安全点検 

   ５月   ○校内危機管理体制の確立    ○安全点検 

   ６月  ○防災教育の推進        ○安全点検 

   ７月  ○防犯教育の推進        ○安全点検 

   ８月  ○施設・設備の安全点検     ○安全点検 

   ９月  ○交通安全指導の徹底      ○安全点検 

 １０月  ○不審者対策の指導       ○安全点検 

 １１月  ○施設・設備の安全点検     ○安全点検 

 １２月  ○防災訓練の実施        ○安全点検 

   １月  ○安全教育の推進        ○安全点検 

   ２月  ○交通安全指導の徹底      ○安全点検 

   ３月  ○１年間の反省とまとめ     ○安全点検 

 
 
 



 

Ⅴ．緊急事態発生時の連絡体制 
 

        事件・事故災害発生 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

   急行                                   救急補助 

                      連絡等 

 
 

 
                      
      
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

関係機関 電話番号 関係機関 電話番号 
国東市教育委員会 0978-73-0066 歯科医 福永歯科 0978-72-2838 
国東警察署 0978-72-2131 なのはな薬局 0978-64-8220 
国東市消防本部 0978-72-1101 日本スポーツ振興センター 092-738-8720 
国東市民病院 0978-67-1211 にしけい 092-281-8811 
国東保健所 0978-72-1127 県精神保健福祉センター 097-541-5276 
校医 あおぞら病院 0978-72-0455   
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＊協力要請他 
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＊冷静に 

教育委員会への連絡 
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            (救急対策本部) 
            指示           指示 
 養護教諭     校 長      教職員 
      報告    (教頭)       報告 
 
 

 
・発生した事態や状況の把握 
・不審者等の侵入防止や退去のための対応、児童
生徒等の安全確保 

・傷病者の症状の確認(意識、心拍、呼吸、出血等) 
・心肺蘇生法などの応急手当(現場で直ちに) 
・協力要請や指示 
＊必要と判断したら速やかに 110 番、119 番通報 

発見者 

近くの教職員  

又は児童生徒等 

 

警察や救急車の出動要請

(110 番)(119 番) 

医療機関 

 

学
校
医 

保
護
者 

教
育
委
員
会 

状況報告 

校長が不在の場合もあり、全教職
員で手配を要する場合を共通理
解し、直面したものが手配できる
ようにしておく。 

保護者への連絡対応 

重大な事件・事故災害発生の場合 

この例を参考に遠足、旅行、宿泊訓練、大会参加等

の校外の教育活動中のジコ不審者等による犯罪の

発生など、様々な事態の際の救急及び緊急連絡体制

を確立しておく。 

<方針> 

1.児童生徒等の安全確保、生命維持最優先 

2.冷静で的確な判断と指示 

 

学校医への連絡 

児童生徒等への指導等 

教職員への対応 

警察への対応連絡 

報道機関への対応 

その他必要な対応 

関係各機関連絡先 



 

Ⅵ，防災管理 
１．防災の目的、体制等 

（１）計画の目的 

この計画は、火災、地震、その他の非常災害の発生に際し、適切な判断と措置により、災害を未然に防

ぎ、又はその災害を最小限にとどめ、生徒及び教職員の安全を確保するとともに、学校教育の円滑な実

施、学校施設・設備の保全、さらには、地域社会の安全の形成に寄与することを目的とする。 

（２）防災体制 

ア 防災対策委員会（平常時） 

緊急時に備え、防災対策を総合的に計画・実施し、生徒の安全確保に万全を期すため、防災対策委員

会を設置する。 

 

 

           総務(教頭)防災訓練の企画立案、変更に関すること 

児童生徒の安全確保対策の管理に関すること 

 

施設設備（教頭・事務室）学校施設・設備の管理、点検・整備に関すること 

 

委員長（校長）    防災教育（防災教育コーディネーター) 指導方針・計画の作成、周知に関すること 

 

           防災訓練（防災教育コーディネーター) 防災訓練の企画・実施に関すること 

            

            救護（養護教諭) 応急手当の方法、防災用具の取り扱い方法の周知に関する

こと 

 

イ 災害対策本部（自衛消防隊）の組織・役割（災害発生時） 

災害発生時、その被害状況をふまえて、迅速・適切に対応するため、学校長の判断により自衛消防隊

を設置する。 

 

 

隊長     通報連絡係･･･校内、関係機関、保護者への連絡 

（校長）    （事務、生徒指導部） 

消火係･･･初期消火、危険物・危険箇所への安全措置 

副隊長     （消火器；各学部１名） 

（教頭）   避難誘導係･･･避難誘導、人員確認、保護者への引き渡し 

（学級担任、授業担当者） 

救護係･･･生徒の応急看護 

（養護教諭、保健主事） 

搬出係･･･非常持ち出し物の搬出 

（校長室；教頭、事務室；事務、保健室；養護教諭） 

警備係･･･消防車輌誘導、警備 

（生徒指導関係職員） 

避難者世話係･･･生徒の保護 

        （各学年部長、上記以外の学年部職員） 

 

（３）日常における防災対策 

ア 施設設備の管理点検 

防災対策委員会のもとに、建物・消防用設備及び電気関係等の自主点検・検査を計画的に実施する。

また、建物内に設置されている各種消防用設備の機能を保持するため、専門業者による点検整備を実施

する。 



 

イ 防災教育の実施 

安全教育の一環として、生徒に対し計画的な防災教育を実施する。 

 

（４）情報連絡体制 

災害時における情報連絡を的確かつ円滑に行うため、学校と教育委員会、学校と地域防災関係機関と

の連絡手段・体制の整備をはかり、また、教職員間、学校と保護者・生徒との情報連絡体制を整備す

る。 

 

（５）避難（防災）訓練 

非常災害時の被害を最小限にとどめるため、通報、避難、消火、搬出、救護等の訓練を行う。 

 

２，火災 

（１）職員在勤中（児童生徒の安全確保を第一とし、次いで可能な限り複数で初期消火を行う。） 

 

職員が発見した場合は近くの者に応援を要請し、一人が場所と状況を教頭に 

通報する。警報機が鳴った場合は、教頭は現場へ行って状況を正しく把握する。 

     

発生場所確認後、避難経路・避難場所を明確にし、児童生徒と職員へ避難の指示を放送す

る。                （事務） 

◆校内放送内容 

『ただいま、○○が、火事です。生徒は先生の指示に従って□へ避難しなさい。』 

通報消防署への通報は避難通報と同時に行う。 

◆消防署通報内容（１１９番） 

『こちらは国東中学校です。校内の○○で火災が発生しました。すぐ消火出動をお願いし

ます。』 

 

避難誘導避難指示に従い、整然と避難させる。《授業者》 

 

可能な限り校舎を巡視し生徒の避難が終了しているかどうかを確認する。 

（担当係）確認後は避難場所に行き、その旨報告する。生徒を避難場所で保護する。 

◆避難確認  1年1組（ ）人 1年2組（ ）人 ･･･3年3組（ ）人 

非常持出避難場所にて避難の完了を確認後、持ち出し作業にかかる。 

 ◆非常持出品 

 ①指導要録②学校沿革史③卒業証書授与台帳④学校日誌 

 ⑤休暇処理簿⑥職員出勤簿⑦保健日誌⑧健康診断票 

 ⑨給与関係書類⑩職員履歴書⑪備品台帳⑫関係領収書 

鎮火後、生徒の下校について確実に指導するように計画し完遂させる。 

《学年部、学級担任》    

 

（２）勤務時間外 

        

受報は必ず校長まで届くようにする。《第１受報者》 

       

校長の指揮下、職員連絡網により全職員に連絡し、学校に出勤させる。 

《教頭》 

非常持ち出しが可能な場合、集合した職員で組織し、非常持ち出しを行う。その判断

は、消火に当たっている消防署現地監督者と協議し、校長（教頭）      

が行う。 

鎮火後、あるいは持ち出し作業終了後、直ちに職員会議を開き、以下の事項について明

らかにする。 

火災発生 

 

 

校内放送 

      

 

通 報 

 

 

避難誘導 

避難確認 

非常持出    

鎮火後処置 

火災発生受報      

非常出勤 

非常持出 

鎮火後処置 



 

         (1)昨日の戸締まり状況(2)ガス等使用状況(3)電気器具使用状況 

(4)その他火気使用状況(5)翌日からの対応(6)その他                 

事情聴取には、校長（教頭）が対応するものとし、他の職員については校長の要請があ

るまでは待機しておく。               

         

校長（教頭）が行う。 

        

３，地震 

（１）職員在勤中 

生徒は机等の下に身を隠すことを指示、職員は出口の確保を図った後、身を隠す。 

       

揺れがおさまり、避難可能な状態であることを確認し、生徒と職員の避難の通報をする

《教頭》 

               

避難場所で、各担任は生徒の人数を把握し、避難の完了を教頭に報告する。 

  ◆避難確認  1年1組（ ）人 1年2組（ ）人 ･･･3年3組（ ）人             

              

地震による被害の有無を調べ、安全点検をする。 

《教務主任、各学部主事、生徒指導主事、保健主事》 

       その結果及びその他の情報によって授業を再開するかどうかの判断を行う。 

《校長》 

◆地震沈静化後に行う安全点検事項 

〇火災発生の危険性    〇校舎内外の敷地・床等のひびわれ 

〇ガラスのひび割れと落下の危険性 〇落下物等の散乱による危険性 

〇外壁モルタル等の破損と落下の危険性 〇電気配線等の断線状況 

〇校舎の柱の異常  〇教室内等の照明器具落下の危険性 

〇建物自体の傾き  〇入口・窓等の開閉 

        

周辺及び地域の被災状況を把握し、下校時の安全を確認する。《全職員》 

安全が確認されるまで（保護者が迎えにきた場合は除く）は下校させず、避 

難場所での保護を続ける。なお、その後の処置については職員会議で検討する。 

  

被害の状況、児童生徒の安全確保に対する措置と現在の状況等について連絡・報告す

る。《校長、教頭》 

（２）勤務時間外 

    

大規模な地震が発生して、学校にも被害が及んだことが想定される場合に限る。 

       

校長、教頭、各学部主事が出勤し、被災の状況について把握する。 

 

               

連絡網により、職員の被災状況の把握と、可能な場合の出勤を要請する。 

《校長、教頭、各学年長》 

また、担当の児童生徒の被災状況を調査するよう依頼する。 

◆被災状況確認 

連絡網によって被災状況の情報収集をしていくが、電話回線の寸断等があった場合

等は、職員会議等によって別途詳細に計画する。 

学校及び校区内の被災状況について、報告するとともに、当面の対応策についてもその

連絡概略を伝える。          

              

事情聴取 

関係諸機関連絡 

地震発生 

避難通報 

避難確認 

被害状況調査 

生徒下校 

関係各機関 

連絡 

地震発生 

被災状況確認 

職員連絡 

関係諸機関 

連絡 



 

 

現在の状況確認・不足する情報収集の方法確認、伝達手段の確保、緊急避難場所

と出勤した職員なった場合の学校管理体制、当面の生徒の         

措置、出勤不能な職員の措置 

◆緊急対策職員会議の協議の柱 

①学校被災状況の確認②職員被災状況の確認③情報収集の方法 

④伝達手段確保⑤当面の生徒の措置⑥出勤可能な職員の措置 

⑦学校被災復旧作業⑧その他必要な職員の活動等 

⑨緊急避難場所としての体制⑩その他 

 

別紙 1 

担    当 担当者氏名 任   務   内   容 

自衛消防隊長 渡邊 
〇自衛消防活動に必要な指揮、命令を行う。 
〇消防隊と密接な連携を図る。 
〇避難状況の把握を行う。 

通報連絡班 岡野、末綱 
〇１１９番通報を行う。 
〇火災の発生を全員に知らせる。 

消火班 
末綱、吉武、

栗林 

〇消防用設備等を積極的に活用して初期消火にあたる。 
〇消火ができないと判断した場合にあっては、すみやかに安全な場

所に退避する。 

避難誘導班 
稲積、大村、  

丸尾 
 

〇非常口を開放して避難誘導にあたる。 
〇消防用設備等を積極的に活用し避難誘導にあたる。 

 
救護班 

 
唯有、藤田 〇怪我等の応急処置を行う。 

別紙 2  火元責任者、自主検査員の指定及び消防設備等の点検 

火元責任者の指定 

担当区域 火元責任者氏名 担当区域 火元責任者氏名 

校長室 渡邊 コンピュータ室 薬師寺 

職員室 岡野 第 2 コンピュータ室 薬師寺 

給湯室 岡野 技術室 薬師寺 

放送室 岡野 美術室・準備室 薬師寺 

印刷室 岡野 生徒会室 薬師寺 

教育相談室 岡野 図書館・書庫 都留 

保健室 唯有 倉庫 岡野 

教育相談室 岡野 第 1理科室・準備室 大村 

男子休憩室 岡野 第 2理科室・準備室 丸尾 

女子休憩室 参 音楽室・準備室 参 

普通教室 各学級担任 調理室・準備室 藤田 

体育館 西村 被服室・準備室 藤田 

体育館倉庫 西村 少人数指導教室 岡野 
プール 西村 教科資料室 岡野 
草刈倉庫 岡野 卓球練習場 稲積、栗林 
柔剣道場 吉武、大村 事務室 中本 

 
 

緊急対策職員会議 

出動した職員 



 

実施区分 実施者氏名 実施区分 実 施 者 

建  物 岡野 消火設備 

○点検業者(入札により決定

した業者)に委託し、６か月に 

１回点検を行う。 
実施予定 ９月、２月 

火気使用 

設備器具 
岡野 避難設備 

危 険 物 

施 設 等 

岡野 
警報設備 

電気設備 岡野 そ の 他 

 
Ⅶ．不審者が学校に侵入した時 
 １）事件の予防 
        ①来校者には明るく話しかけ、来校の目的を聞く。 
        ②校長・教頭不在時を想定し、あらかじめ代理者を決めておく。教室棟・管理棟各階の責任者

の配置を決め、速やかに対応できる組織体系を整備しておく。 
        ③避難・防御・連絡等の学習・訓練を実施する。 
        ④電話回線がふさがった場合を想定し、携帯電話の緊急連絡措置を考えておく。         

⑤保護者の連絡先（家庭・勤務先・携帯等）の一覧表を作成し、電話の前に掲示しておく。 
（プライバシーに配慮する。） 

        ⑥学校施設の安全点検及び教室・職員室等配置の再点検とハード面の充実を図る。 
         
   ２）不審者が侵入した時 
        ①不審者を発見したとき 
          ・生徒が周りにいるときは、すぐ避難するよう支持し、不審者から目を離さず、他の教職員

へ連絡をする。 
          ・生徒が周りにいないときは、不審者と一定の距離を持ち、大声を上げながら他の教職員へ

連絡をとる。 
          ・不審者を生徒が発見したとき、近づかないで、教職員へ知らせる。 
          ・全校放送で、不審者侵入の連絡し避難する。 
        ②不審者が凶器を所持している場合 
          ・凶器を所持している場合は、近くにあるもの（さすまた・机・イス・モップ・ほうき等）で

対処し、大声を出すこと、非常ベルを鳴らすこと等で不審者の行動を妨害し、生徒へ避難の
指示・他の教職員への連絡を行う。 

 
   ３）不審者が侵入、異変が起こり、連絡が入ったとき 
         ・現場へ直行し、生徒・教職員の救助、救護活動を行う。犯人への対応。 
         ・非常ベル・全校放送で避難の指示をする。 
         ・警察署・消防署・教育委員会に《いつ・どこで・何が起こったか・侵入者の数・被害状況》

について簡潔に連絡する。携帯電話の場合は［国東市の国東中学校］と必ず「国東市」を入
れる。 

         ・管理職は、全体の状況を正確につかみ、支持命令を迅速的確に行う。 
 
   ４）不審者を確保した後 
          ・負傷した生徒の手当を行う。 
          ・救急車で搬送する場合は必ず教職員が付きそう。付き添えない場合は、どの救急車に誰を

乗せたのか、どの病院へ搬送されたのかわかるようにする。 
          ・負傷した生徒の保護者へ連絡する。 
          ・ＰＴＡ役員等に連絡・報告する。 
          ・マスコミ等対外的な対応は教頭が行う。 
 
   ５）その後の対応 
          ①警察・マスコミ・保護者への対応 
              ・警察への対応・・・・教頭及び関係職員 
              ・マスコミへの対応・・・・教頭 
              ・保護者への対応・・・・教頭、ＰＴＡ担当または校長が指名した者 
               《保護者会への対応》 
          ②情報の整理と事件の把握（緊急職員会議・校内対策本部） 
              ・事実の確認と情報の共有を図る。 
              ・翌日からの学校運営、生徒・保護者への接し方等の検討。 
          ③病院や家庭を訪問し、生徒の様子を把握する。 
          ④事故報告を作成し報告する。 
          ⑤事後の心のケアと再発防止に努める。 
         ※「なぜ事件が起こったのか」様々な角度から分析を行い、原因をつかみ、危機管理マニュア

ルの見直しをする。 


